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※過失による場合は、30万円以上であっても別途協議を行う。

修繕報告書（岐阜市柳ケ瀬健康運動施設）

種類 破損箇所・設備名

破損の状況

※写真を添付

見積依頼業者
①

②

円（税込）

破損の原因

※利用者の過失により破損した場合は連絡先等を聞き取ること

見積金額

緊急性の有無
緊急性なし
緊急性あり　⇒下欄に理由を記入

緊急性の理由

別途報告書を提出
修繕実施主体

健康づくり課
受付日

30万円以上の場合…市
30万円未満の場合…指定管理者

市で修繕必要性を判断
修繕後、本報告書で市に報告

その他（過失による破損の場合）

結果報告
（修繕をした場合）

※応急処置を行う場合は安全性を考慮すること。
　（安全性を担保できない場合は、市と協議のうえ使用中止等を検討すること。）

修繕実施日

実施（緊急対応）
実施（通常対応）

不要
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※修繕をした場合は実施前後の写真を添付すること。

修繕対応判断

※30万円以上

健康づくり課
担当者

健康づくり課
確認者

翌年度以降対応


